
資格のある方に 紹介した方にも

※奨励金の交付には要件があります。お気軽にお問い合わせください！

登録された方には、求人情報や就職に役立つ

情報をお届けします。

資格があるけど今は働いていない方

就職や復職を考えている方

そんなお友達をご紹介いただける方

ご参加をお待ちしています(o^―^o)

お問い合わせ先

桑名市役所 子ども未来部 幼保支援課
電話番号 0594-26-1513

今、桑名市内の私立認可保育施設や私立幼稚園に常勤職員として就職すると
市内居住者に就職応援一時金10万円(就職のため市外から転入する場合は25万円）や

就労継続年数に応じて奨励金10万円がもらえる制度もあります。

詳しくはお問い合わせください。

奨 励 金

奨 励 金

さらに…

登録申込フォーム

※こちらのQRコードからも登録できます！→→→



対象者と奨励金の金額

桑名市保育士等登録促進キャンペーン事業

登録の方法

<有資格者> 
保育士または幼稚園教諭の資格があり、今後新たに市内保育施設等での就労を考えている方
☛市のリストに登録完了すると 3,000円
☛登録後、市内私立認可保育施設や私立幼稚園に就職し6ヶ月以上勤続すると 10,000円

<紹介者>
上記の有資格者に事前に登録と紹介の同意を得て市に紹介した方
☛有資格者が市のリストに登録すると 3,000円
☛有資格者が登録後、市内私立認可保育施設や幼稚園に就職し6ヶ月以上勤続すると 10,000円

その他

〇 奨励金の対象となるのは、有資格の登録は１回のみ、紹介は３名分までとなります。
（例１）有資格者Aさんが登録し、後日有資格者Bさんを紹介した場合 Aさんの奨励金は計６,000円
（例２）紹介者Cさんが、有資格者DさんとFさんの２人を紹介した場合 Cさんの奨励金は６,000円
（例３）有資格者GさんとHさんが、一緒に登録・紹介した場合 Gさん、Hさんそれぞれに6,000円
（例４）紹介者Iさんが有資格者JさんとKさんを紹介し登録し、それぞれが市内私立保育所で就労し６か月

経過した場合。 Iさんに計26,000円、Jさん、Kさそれぞれに計13,000円

〇 登録することにより、就労を約束するものではありません。

〇 就労に関すること（就労条件や契約等）に市は関与しません。

〇 その他ご不明なことがありましたら、幼保支援課へお気軽にお問合せください。

掲載内容は令和７年10月現在の内容です。今後の状況に応じて内容を変更することがあります。

〇 窓口で登録：下記のものをお持ちいただき、桑名市役所２階幼保支援課窓口にお越しください。
※紹介者がいる場合は一緒にお越しください。

〇 パソコンから登録：下記の登録申込フォームからご登録いただけます。
登録申込フォーム→https://logoform.jp/form/XAEm/1055575

〇 スマートフォンから登録：こちらのQRコードを読み取ってご登録いただけます。→

奨励金の申請方法

〇 窓口で登録する場合：登録と同時に奨励金の申請をしていただきます。

〇 パソコン・スマードフォンで登録する場合：申請書兼請求書、返信用封筒を郵送しますので、
ご記入の上必要書類と共に返送してください。

登録申込フォーム

必要書類等 有資格者 紹介者

1 保育士登録証のコピー、幼稚園教諭免許状のコピー 〇 ー

2 振込先口座情報を確認できる書類（通帳やキャッシュカードのコピー）
ネットバンクの場合は口座情報画面のスクリーンショットを印刷したもの等 〇 〇

3 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等） 〇 〇

4 桑名市保育士等登録リスト登録申込書
⇒ 市ホームページに掲載しています。ダウンロードして印刷し、あらかじめご記入

いただくとお手続きがスムーズです。ご不明なところは当日ご記入いただきます。
△

可能であれば
ー


